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尼崎ハイキングクラブ会則 

 
     第１章   総則  
第１条 当会の名称は、尼崎ハイキングクラブと呼ぶ。事務所を、尼崎市内に置く。 

第２条 当会は、日本勤労者山岳連盟（略称 労山）傘下の兵庫県勤労者山岳連盟（略称 兵

庫労山）に加盟する。 

  

第２章 目的と活動 

第３条 当会は、ハイキング・登山を広く市民のものとし、ハイキング・登山活動・自然保護

活動を通じて会員相互の親睦を深め、正しい倫理観を身につけ、心身を鍛え、健康で

明るい生活に寄与する。 

第４条 当会は、前条の目的を遂行するために、次の活動を行う。 

１． 月に１回以上の山行例会 

２． 会報の発行 

３． 会員を拡大する活動 

４． 講座等の教育啓蒙活動 

５． 広く市民を対象にした啓蒙活動 

６． その他、目的遂行に必要な活動 

 

第３章 会員 

第５条 当会の会員は、個人会員・家族会員からなる。 

１． 個人会員 会活動に参加し、選挙権、被選挙権を有する。 

２． 家族会員 同居家族２名以上で入会した場合は家族会員とし、個人会員と 

     同等の権利を有する。 

第６条 入退会手続き 

１． 入会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入して申込むこと。 

２． 入会申込書を受理した場合は、役員会にはかり承認する。 

３． 本人から退会の申し出があった場合には、退会を認める。 

４． 一年以上会費を滞納した場合には、退会したものとみなす。 

５． 本人から休会の申し出があった場合には、役員会にはかり休会を認める。 

なお、休会した場合には復帰するまで全権利を停止する。 

 

第４章 役員 

第７条 当会は次の役員を置く。 

１．会長   １名   ２．副会長  ２名    ３．事務局長 １名 

４．事務局次長１名   ５．運営委員 必要な人員 ６．会計監査 ２名 

第８条 役員の選出は総会で行う。但し欠員が生じた場合は他の役員が兼務又は役員会で会員

より補充を行う。 

第９条 役員の任期は、次期総会までとし、再選を妨げない。 

     但し、補充役員の任期は、前任者の残りの期間とする。 

第１０条 役員の任務 

     １．会長    会長は、当会を代表し、当会を統括する。 

     ２．副会長   会長を補佐し、会長不在時には会長の代行を行う。 

     ３．事務局長  日常活動を総括し、会務の円滑な遂行をはかる。 

     ４．事務局次長 事務局長を補佐し、事務局長不在時には事務局長の代行を行う 

     ５．運営委員  日常活動の円滑な遂行をはかる。 



     ６. 会計監査  独立機関として予算の適正な執行と決算、積立金報告書の監査を

行い総会で報告する。 

 

      第５章  機関 

第１１条 総会は、当会の最高決議機関である。 

１． 総会は、会長が召集する。 

２． 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。 

３． 総会に出席できない会員は、委任状をもって出席とみなす。 

４． 総会の決議は、出席会員の３分の２以上の賛成をもって成立する。 

第１２条 役員会は、総会に次ぐ決議機関であり、かつ執行機関である。 

 1. 役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、運営委員で構成され 

会長が召集する。 

 2. 役員会は、前項（第 1項）役員の過半数の出席をもって成立する。 

 3. 役員会の決議は、第 1項出席役員の３分の２以上の賛成をもって成立する 

 

  第６章  会計 

第１３条 当会の会計年度は、６月１日から翌年５月３１日までとする。 

第１４条 会計報告は、会計監査をうけたのち、総会の承認を受ける。 

第１５条 当会の経費は、会費・入会金・寄付金・その他をもってあてる。 

     １． 入会金は、入会者一人につき５００円とし、再入会者は免除する。 

     ２． 個人会員の会費は、一人月額１０００円とする。 

     ３． 家族会員の会費は、一家族月額１８００円とする。 

     ４． 会費は、何れの場合も３ヶ月分以上の前納とする。 

     ５． 滞納している会費は、退会時に全額支払う義務を負う。 

第１６条 一度納入した会費・入会金は、退会しても原則として返却しない。 

         

第７章  会則の改廃及び委任 

第１７章 会則の改廃は、総会出席者の３分の２以上の承認を要する。 

第１８条 この会則に定められていない事項及び問題点については、役員会の決議で処理する

ことができる。 

第１９条 この会則は、昭和５５年（１９８０年）５月１８日より施行する。 

     昭和５６年（１９８１年）５月３１日 一部改正 

     昭和５７年（１９８２年）６月  ６日 一部改正 

     昭和６１年（１９８６年）６月２９日 一部改正 

     平成 ５年（１９９３年）６月２７日 一部改正 

     平成 ９年（１９９７年）６月２９日 一部改正 

     平成１０年（１９９８年）６月２１日 一部改正 

     平成１２年（２０００年）７月２３日 一部改正 

     平成１８年（２００６年）６月１８日 一部改正 

     １．この改正は平成１９年（２００７年１月１日より実施する。 

     平成２０年（２００８年）６月２２日 一部改正 

     平成２１年（２００９年）６月２０日 一部改正 

     平成２５年（２０１３年）６月１６日 一部改正 

     平成２９年（２０１７年）６月１７日 一部改正 


